
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一　

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

　

一　

総
則 

１　

区
分
所
有
者
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
団
体
の
構
成
員
と
し
て
、
建
物
等
の
管
理
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
関
係
） 

２　

区
分
所
有
者
は
、
そ
の
専
有
部
分
の
保
存
等
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
の
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
等
を
使

用
し
、
又
は
自
ら
こ
れ
ら
を
保
存
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

３　

区
分
所
有
者
は
、
国
内
に
住
所
等
を
有
し
な
い
場
合
等
に
は
、
そ
の
専
有
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ

る
た
め
、
国
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
管
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

二　

共
用
部
分
の
変
更
等 



１　

共
用
部
分
の
変
更
（
そ
の
形
状
又
は
効
用
の
著
し
い
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
を
除
く
。
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

集
会
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
１
及
び
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
過
半
数
（
こ

れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ

を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
区
分

所
有
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
（
こ
れ
を
下
回
る
割
合
（
二
分
の
一
を
超
え
る
割
合
に
限
る
。
）
を
規
約
で

定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
で
決
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
） 

２　

１
の
決
議
に
よ
り
共
用
部
分
の
変
更
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
共
用
部

分
の
変
更
に
伴
い
必
要
と
な
る
専
有
部
分
の
保
存
行
為
等
は
、
集
会
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上

回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回

る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者

及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
（
こ
れ
を
下
回
る
割
合
（
二
分
の
一
を
超
え
る
割
合
に
限
る
。
）
を
規
約
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
で
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
第
三
項
関
係
） 

　
　

３　

共
用
部
分
の
設
置
又
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
が
侵
害
さ

か

し

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
に
お
け
る
そ
の
瑕
疵
の
除
去
に
関
し
て
必
要
と
な
る
共
用
部
分
の
変
更
等
に
つ
い
て
の
１

か

し

及
び
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
第
五
項
関
係
） 

４　

第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
決
議
に
よ
り
共
用
部
分
の
管
理
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
共
用
部
分
の
管
理
に
伴
い
必
要
と
な
る
専
有
部
分
の
保
存
行
為
等
は
、
集
会
の
決
議
で
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
八
条
第
四
項
関
係
） 

三　

管
理
者
は
、
そ
の
職
務
（
保
険
金
等
の
請
求
及
び
受
領
を
含
む
。
）
に
関
し
、
区
分
所
有
者
（
保
険
金
等
の
請
求
及
び

受
領
に
あ
っ
て
は
、
保
険
金
等
の
請
求
権
を
有
す
る
者
（
区
分
所
有
者
又
は
区
分
所
有
者
で
あ
っ
た
者
（
書
面
等
に
よ
る

別
段
の
意
思
表
示
を
し
た
区
分
所
有
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
七
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
を
代
理
す
る

も
の
と
し
、
規
約
に
よ
り
そ
の
職
務
に
関
し
原
告
等
と
な
っ
た
と
き
等
は
、
遅
滞
な
く
、
区
分
所
有
者
等
に
そ
の
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項
関
係
） 



四　

規
約
及
び
集
会 

１　

規
約
の
設
定
、
変
更
又
は
廃
止
は
、
集
会
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
１
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で

あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る

も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
で
決
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

２　

規
約
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
規
約
の
保
管
者
は
、
規
約
の
閲
覧
請
求
を
し
た
利
害
関
係
人
の

承
諾
を
得
て
、
規
約
の
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
三
条
第
三
項
関
係
） 

３　

集
会
の
招
集
の
通
知
は
、
会
日
よ
り
少
な
く
と
も
一
週
間
前
に
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
及
び
議
案
の
要
領
を
示
し

て
、
各
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
期
間

は
、
規
約
で
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

４　

裁
判
所
は
、
区
分
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
等
は
、
当
該
区
分
所
有
者
（
以
下
「
所
在
等
不
明
区
分
所



有
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
区
分
所
有
者
（
４
に
お
い
て
「
一
般
区
分
所
有
者
」
と
い
う
。
）
等
の
請
求
に
よ
り
、
一

般
区
分
所
有
者
に
よ
る
集
会
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
所
在
等
不

明
区
分
所
有
者
は
、
集
会
に
お
け
る
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

５　

集
会
の
議
事
は
、
こ
の
法
律
等
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
過
半
数
で
決
す
る
も
の
と
し
、
書
面
等
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使
し
た
区
分
所
有

者
の
数
は
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者
の
数
に
算
入
等
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

　

五　

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令 

１　

裁
判
所
は
、
区
分
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
専
有
部
分
等
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利

害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
請
求
に
係
る
専
有
部
分
等
を
対
象
と
し
て
、
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
に
よ
る

管
理
を
命
ず
る
処
分
（
以
下
「
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
関
係
） 



２　

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
所
有
者
不
明
専
有
部
分
等
の
管
理
等
を
す
る
権
利
は
、

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
に
専
属
す
る
も
の
と
し
、
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
が
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超

え
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
六
条
の
三
関
係
） 

３　

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
所
有
者
不
明
専
有
部
分
等
に
関
す
る
訴
え
又
は
所

有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
が
所
有
者
不
明
専
有
部
分
等
の
所
有
者
に
対
し
て
負
う
義
務
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定

を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
四
か
ら
第
四
十
六
条
の
七
ま
で
関
係
） 

　

六　

管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
命
令
及
び
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
命
令 

１　

裁
判
所
は
、
区
分
所
有
者
に
よ
る
専
有
部
分
の
管
理
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

場
合
等
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
専
有
部
分
を
対
象
と
し

て
、
管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
十
二
に
お
い
て
「
管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
命
令
」

と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
関
係
） 

２　

管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
人
は
、
管
理
不
全
専
有
部
分
等
の
管
理
等
を
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
し
、
保
存
行
為

等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

３　

管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
人
が
管
理
不
全
専
有
部
分
等
の
所
有
者
に
対
し
て
負
う
義
務
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定

を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
十
か
ら
第
四
十
六
条
の
十
二
ま
で
関
係
） 

４　

裁
判
所
は
、
区
分
所
有
者
に
よ
る
共
用
部
分
の
管
理
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

場
合
等
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
共
用
部
分
を
対
象
と
し

て
、
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
十
二
に
お
い
て
「
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
命
令
」

と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
２
及
び
３
の
規
定
等
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
六
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
十
四
関
係
） 

　

七　

管
理
組
合
法
人
等 

１　

管
理
組
合
法
人
の
成
立
及
び
解
散
並
び
に
管
理
組
合
法
人
に
よ
る
区
分
所
有
権
等
の
取
得
は
、
集
会
に
お
い
て
、
区

分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で

定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者
及
び
そ
の
議
決
権
の



各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
で
決
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
関
係
） 

２　

管
理
組
合
法
人
は
、
そ
の
事
務
（
保
険
金
等
の
請
求
及
び
受
領
を
含
む
。
）
に
関
し
、
区
分
所
有
者
（
保
険
金
等
の

請
求
及
び
受
領
に
あ
っ
て
は
、
保
険
金
等
の
請
求
権
を
有
す
る
者
）
を
代
理
す
る
も
の
と
し
、
規
約
に
よ
り
そ
の
事
務

に
関
し
原
告
等
と
な
っ
た
と
き
等
は
、
遅
滞
な
く
、
区
分
所
有
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
七
条
第
六
項
及
び
第
九
項
関
係
） 

３　

第
五
十
八
条
第
一
項
の
決
議
は
、
集
会
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
３
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で
あ
っ

て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
も
の

が
出
席
し
、
出
席
し
た
区
分
所
有
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
で
決
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
十
八
条
第
二
項
関
係
） 

　

八　

建
替
え
等 

１　

建
替
え
決
議 



⑴　

建
物
が
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
分
の
三
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

イ　

地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
き
。 

ロ　

火
災
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
き
。 

ハ　

外
壁
、
外
装
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
物
の
部
分
が
剝
離
し
、
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
に
危
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
と
き
。 

ニ　

給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
（
そ
の
改
修
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
法

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に
よ
り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
と
き
。 

ホ　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動

等
円
滑
化
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
き
。 



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
二
条
第
二
項
関
係
） 

⑵　

賃
貸
借
の
終
了
請
求 

イ　

建
替
え
決
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
建
替
え
決
議
に
賛
成
し
た
各
区
分
所
有
者
等
は
、
専
有
部
分
の
賃
借
人
に
対

し
、
賃
貸
借
の
終
了
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
賃
貸
借
は
、

請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
了
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

ロ　

イ
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
専
有
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
当
該
専
有
部
分
の
賃
借
人

（
転
借
人
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
賃
貸
借
の
終
了
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
イ
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
者
は
、
当
該
専
有
部
分
の
区
分
所
有
者
と

連
帯
し
て
当
該
補
償
金
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
） 

ハ　

専
有
部
分
の
賃
借
人
は
、
ロ
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
提
供
を
受
け
る
ま
で
は
、
当
該
専
有
部
分
の
明
渡
し
を

拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
四
条
の
二
第
五
項
関
係
） 



⑶　

⑵
の
イ
の
規
定
は
専
有
部
分
が
使
用
貸
借
の
目
的
物
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
⑵
の
規
定
は
専
有
部
分
に

配
偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
四
条
の
三
及
び
第
六
十
四
条
の
四
関
係
） 

２　

建
物
更
新
決
議
等 

⑴　

集
会
に
お
い
て
は
、
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
議
決
権
等
の
各
五
分
の
四
以
上

の
多
数
で
、
建
物
の
更
新
を
す
る
旨
の
決
議
、
建
物
及
び
そ
の
敷
地
等
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
、
建
物
を
取
り
壊

し
、
か
つ
、
建
物
の
敷
地
等
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
並
び
に
建
物
を
取
り
壊
す
旨
の
決
議
（
以
下
「
取
壊
し
決
議
」

と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑵　

１
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
規
定
等
は
、
⑴
の
各
決
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
四
条
の
五
か
ら
第
六
十
四
条
の
八
ま
で
関
係
） 

　

九　

団
地 

１　

第
六
十
五
条
の
場
合
に
つ
い
て
、
総
則
、
共
用
部
分
等
、
管
理
者
、
規
約
及
び
集
会
並
び
に
管
理
組
合
法
人
に
関
す

る
所
要
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
六
条
関
係
） 



２　

団
地
内
の
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
つ
き
規
約
を
定
め
る
に
は
、
そ
の
全
部
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
第
三
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
集
会
に
お
け
る
出
席
し
た
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ

の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
（
区
分
所
有
者
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
八
条
第
一
項
関
係
） 

３　

団
地
内
の
建
物
の
建
替
え
承
認
決
議 

⑴　

建
替
え
承
認
決
議
に
つ
い
て
、
集
会
に
お
い
て
、
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
団
地
建
物
所
有
者
が
出
席
し
、
出
席
し
た
団
地
建
物
所
有
者
の
議
決

権
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
第
六
十
九
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

建
替
え
承
認
決
議
に
係
る
建
替
え
の
対
象
と
な
る
特
定
建
物
が
八
の
１
の
⑴
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の

二
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
十
九
条
第
八
項
関
係
） 



４　

一
括
建
替
え
決
議
及
び
団
地
内
建
物
敷
地
売
却
決
議 

⑴　

一
括
建
替
え
決
議
に
つ
い
て
、
集
会
に
お
い
て
、
団
地
内
建
物
の
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除

く
。
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
議
決
権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
か
つ
、

当
該
集
会
に
お
い
て
、
当
該
団
地
内
建
物
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
建
物
に
つ
き
、
そ
の
区
分
所
有
者
の
三
分
の

一
を
超
え
る
者
又
は
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
議
決
権
の
合
計
の
三
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
が
反
対

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

第
七
十
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
集
会
に
お
い
て
、
団
地
内
建
物
の
区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有

し
な
い
も
の
を
除
く
。
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
議
決
権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
当
該
団
地
内
建
物
及

び
そ
の
敷
地
に
つ
き
一
括
し
て
、
そ
の
全
部
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
（
⑵
に
お
い
て
「
団
地
内
建
物
敷
地
売
却
決

議
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
当
該
団
地
内
建
物
の
う
ち
い

ず
れ
か
一
以
上
の
建
物
に
つ
き
、
そ
の
区
分
所
有
者
の
三
分
の
一
を
超
え
る
者
又
は
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
議
決

権
の
合
計
の
三
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
が
そ
の
団
地
内
建
物
敷
地
売
却
決
議
に
反
対
し
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
一
条
第
一
項
関
係
） 



⑶　

団
地
内
建
物
の
全
部
が
八
の
１
の
⑴
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
⑴
及
び
⑵
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
分
の
三
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

　

十　

専
有
部
分
の
あ
る
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置 

１　

専
有
部
分
の
あ
る
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
係
る
敷
地
利
用
権
が
数
人
で

有
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
で
あ
っ
た
と
き
、
又
は
当
該
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
の
附
属
施
設
等
に
つ
き
数
人
が
共

有
持
分
を
有
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
（
以
下
「
敷
地
共
有
持
分
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下

「
敷
地
共
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
滅
失
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
集
会
を
開

き
、
規
約
を
定
め
、
及
び
管
理
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
二
条
関
係
） 

２　

１
の
場
合
に
つ
い
て
、
共
用
部
分
等
、
管
理
者
並
び
に
規
約
及
び
集
会
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と

し
、
招
集
の
通
知
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

（
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
関
係
） 

３　

１
の
集
会
に
お
い
て
、
敷
地
共
有
者
等
の
議
決
権
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
係
る
建

物
の
敷
地
等
に
建
物
を
建
築
す
る
旨
の
決
議
及
び
敷
地
共
有
持
分
等
に
係
る
土
地
等
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
を
す
る
こ



と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
関
係
） 

４　

敷
地
共
有
持
分
等
に
係
る
土
地
等
の
分
割
請
求
に
関
す
る
特
例 

⑴　

滅
失
し
た
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
（
取
壊
し
決
議
等
に
基
づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
敷
地
共

有
者
等
は
、
そ
の
滅
失
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
当
該
滅
失
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
敷
地
共
有
持
分
等
に
係
る
土
地
等
に
つ
い
て
、
分
割
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
七
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

専
有
部
分
の
あ
る
建
物
が
取
壊
し
決
議
等
に
基
づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
係

る
敷
地
共
有
者
等
は
、
そ
の
取
壊
し
に
よ
る
滅
失
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
一
定
の

場
合
を
除
き
、
敷
地
共
有
持
分
等
に
係
る
土
地
等
に
つ
い
て
、
分
割
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
七
条
第
二
項
関
係
） 

　

十
一　

団
地
内
の
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置 

１　

団
地
内
建
物
の
全
部
又
は
一
部
が
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
団
地
内
の
土
地
等
が
当
該
団
地
内

建
物
の
所
有
者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
団
地
内
の
全
部
又
は
一
部
の
建
物
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
当



該
団
地
内
建
物
の
団
地
建
物
所
有
者
、
敷
地
共
有
者
等
及
び
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
以
外
の
建
物
で
あ
っ
て
滅
失
し
た

も
の
の
所
有
に
係
る
建
物
の
敷
地
等
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
（
十
一
に
お
い
て
「
団
地
建
物
所
有
者
等
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
滅
失
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
集
会
を
開
き
、
規
約
を
定
め
、
及
び

管
理
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
八
条
関
係
） 

２　

１
の
場
合
に
つ
い
て
、
共
用
部
分
等
、
管
理
者
、
規
約
及
び
集
会
並
び
に
団
地
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
準
用
す
る

も
の
と
し
、
招
集
の
通
知
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
関
係
） 

３　

１
の
集
会
に
お
い
て
、
議
決
権
の
過
半
数
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
規
約
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合

以
上
）
を
有
す
る
団
地
建
物
所
有
者
等
が
出
席
し
、
出
席
し
た
団
地
建
物
所
有
者
等
の
議
決
権
の
四
分
の
三
以
上
の
多

数
に
よ
る
承
認
の
決
議
を
得
た
と
き
は
、
滅
失
し
た
建
物
の
う
ち
特
定
の
建
物
（
以
下
「
特
定
滅
失
建
物
」
と
い

う
。
）
が
所
在
し
て
い
た
土
地
等
に
建
物
を
再
建
す
る
こ
と
、
滅
失
し
た
建
物
以
外
の
特
定
の
建
物
（
３
に
お
い
て

「
特
定
建
物
」
と
い
う
。
）
を
建
て
替
え
る
こ
と
並
び
に
特
定
滅
失
建
物
の
再
建
及
び
特
定
建
物
の
建
替
え
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　

（
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

４　

第
七
十
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
団
地
内
の
全
部
又
は
一
部
の
建
物
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
１



の
集
会
に
お
い
て
、
団
地
内
建
物
の
団
地
建
物
所
有
者
等
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
４
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
議
決
権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
当
該
団
地
内
建
物
に
つ
き
一
括
し
て
、
そ
の
全
部
を
取
り
壊

し
、
か
つ
、
当
該
団
地
内
建
物
の
敷
地
等
に
新
た
に
建
物
を
建
築
す
る
旨
の
決
議
（
４
に
お
い
て
「
一
括
建
替
え
等
決

議
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
団
地
内
の
全
部
の
建
物
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
１
の
集
会
に
お
い
て
、
団
地

内
建
物
の
団
地
建
物
所
有
者
等
及
び
議
決
権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
当
該
団
地
内
建
物
の
敷
地
等
に
つ
き
一

括
し
て
、
そ
の
全
部
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
（
４
に
お
い
て
「
一
括
敷
地
売
却
決
議
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
当
該
団
地
内
建
物
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
建
物
に
つ
き
、
次
の

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
者
が
そ
の
一
括
建
替
え
等
決
議
又
は

一
括
敷
地
売
却
決
議
に
反
対
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　

⑴　

当
該
建
物
が
滅
失
し
た
建
物
で
あ
る
場
合　

議
決
権
の
三
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者 

　
　
　

⑵　

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

区
分
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
三
分
の
一
を
超
え
る

者
又
は
議
決
権
の
合
計
の
三
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
八
十
五
条
第
一
項
関
係
） 



十
二　

所
在
等
不
明
区
分
所
有
者
等
の
除
外
に
関
す
る
裁
判
、
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
、
管
理
不
全
専
有
部
分
管

理
命
令
及
び
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
命
令
に
つ
い
て
、
管
轄
、
公
告
、
手
続
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
関
係
） 

十
三　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二　

被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正 

一　

大
規
模
な
火
災
、
震
災
そ
の
他
の
災
害
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
当
該

政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
第
一
の
十
の
３
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の

は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
条
関
係
） 

二　

区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置 

１　

一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
け
る
集
会
の
招
集
の
通
知

に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
関
係
） 

２　

一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期

間
に
限
り
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
区
分
所
有
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第



一
の
八
の
２
の
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と

す
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

三　

団
地
内
の
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置 

１　

一
団
地
内
に
あ
る
数
棟
の
建
物
の
全
部
又
は
一
部
が
区
分
所
有
建
物
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に

よ
り
そ
の
団
地
内
の
全
部
又
は
一
部
の
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間

内
の
日
を
会
日
と
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
集
会

（
第
三
の
八
の
２
の
⑴
に
お
い
て
「
団
地
建
物
所
有
者
集
会
」
と
い
う
。
）
の
招
集
の
通
知
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
条
関
係
） 

２　

一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
特
定
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
け
る
建
替
え
承
認
決

議
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
条
関
係
） 

３　

一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該

政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
第
一
の
九
の
４
の
⑴
及
び
⑵
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
五
分

の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
八
条
関
係
） 



四　

団
地
内
の
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
等
に
お
け
る
措
置 

１　

団
地
内
の
特
定
滅
失
建
物
が
一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
等
に
お
け
る
再
建
承
認

決
議
等
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
九
条
関
係
） 

２　

一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場

合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
第
一
の
十
一
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
五
分

の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
条
関
係
） 

五　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

一　

題
名
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
題
名
関
係
） 

二　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
条
関
係
） 

三　

国
土
交
通
大
臣
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
（
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
建

事
業
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
一
括
建
替
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
（
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売



却
事
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
事
業
又
は
敷
地
売
却
事
業
を
い
う
。
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却

事
業
等
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
事
項
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て
い
た
借
家
権
者
等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関

す
る
事
項
等
を
内
容
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い

う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

四　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
に
関
す
る
助
言
、
指
導
等 

１　

都
道
府
県
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
等
円
滑
化
指
針
に
即
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え
等
の
実
施
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

２　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
と
認
め
る
と
き
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
建
替
等
円
滑
化
指
針
に
即
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
を
実
施

す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

３　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
２
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
勧

告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
実
施
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を



有
す
る
者
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
の
二
第
三
項
関
係
） 

４　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
２
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
の
二
第
四
項
関
係
） 

５　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
又
は
２
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者

に
関
す
る
情
報
を
、
そ
の
保
有
に
当
た
っ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
、
１
又
は
２
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長

に
対
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
関
係
） 

６　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
又
は
２
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対

し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
立
ち
入
り
、
当

該
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有

部
分
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
専
有
部
分
に
居
住
し
て
い
る
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
の
二
第
七
項
関
係
） 

五　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業 

　

１　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の
施
行 

⑴　

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
を
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
に
改
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
（
五
に
お
い
て
「
組
合
」
と

い
う
。
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
又
は
滅
失
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
敷
地

共
有
持
分
等
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
の
専
有
部
分
を
所
有
す
る
た
め
の
敷
地
利
用
権
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
す
る
者
等
は
、
一
人
で
、
又
は
数
人
共
同
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合 

⑴　

再
生
合
意
者
は
、
再
生
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
ご
と
に
、
五
人
以
上
共
同
し
て
、
定
款
等
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事

等
の
認
可
を
受
け
て
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
、
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
再
生

合
意
者
は
、
⑵
の
規
定
に
よ
り
、
集
会
を
開
き
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
再
生
合
意
者
の
過
半
数
の
者
で
あ
っ
て
議



決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
再
生
合
意
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数

で
、
組
合
を
設
立
す
る
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

⑵　

再
生
合
意
者
の
五
分
の
一
以
上
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
有
す
る
も
の
は
、
集
会
を
招
集
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
集
会
の
招
集
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
関
係
） 

⑶　

⑴
の
認
可
の
基
準
に
、
再
生
決
議
が
、
当
該
再
生
決
議
の
要
件
を
満
た
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
加
え

る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

⑷　

組
合
は
、
⑴
の
認
可
の
公
告
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
建
替
え
等
に
参
加
し
な
い
旨
を
回
答
し
た
区
分
所
有
者
又

は
敷
地
共
有
持
分
等
を
有
す
る
者
等
に
対
し
、
区
分
所
有
権
等
を
時
価
で
売
り
渡
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

⑸　

組
合
は
、
専
有
部
分
の
賃
借
人
等
に
対
し
、
賃
貸
借
の
終
了
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
の
四
ま
で
関
係
） 



⑹　

組
合
の
解
散
等
は
、
総
会
に
お
い
て
、
組
合
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
持
分
割
合
の
過
半
数

を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
組
合
員
の
議
決
権
及
び
そ
の
持
分
割
合
の
各
四
分
の
三
以
上
で
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
条
第
一
項
関
係
） 

⑺　

再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
第
一
の
八
の
１
の
⑴
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
区
分
所
有
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
建
替
え
決
議
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
分
の
三
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
条
第
四
項
関
係
） 

⑻　

再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
、
第
二
の
二
の
２
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
区
分
所
有
法
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
建
替
え
決
議
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
条
第
五
項
関
係
） 

３　

個
人
施
行
者 

⑴　

１
の
⑵
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
約
等
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事



等
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

⑴
の
認
可
の
基
準
に
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
と
な
る
べ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
再
生
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
再

生
決
議
が
、
当
該
再
生
決
議
の
要
件
を
満
た
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
八
条
第
一
項
関
係
） 

４　

権
利
変
換
手
続
等 

⑴　

施
行
者
は
、
２
の
⑴
の
認
可
の
公
告
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
記
所
に
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区

分
所
有
権
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
に
つ
い
て
、
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

⑵　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
等 

イ　

２
の
⑴
の
認
可
の
公
告
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
を
有
す
る
者
は
、
そ
の

公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
施
行
者
に
対
し
、
権
利
の
変
換
を
希
望
せ
ず
、
金
銭
の
給
付

を
希
望
す
る
旨
等
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

ロ　

イ
の
期
間
経
過
後
六
月
以
内
に
⑶
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
六
月
の
期
間
経
過
後
三
十



日
以
内
に
、
イ
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
撤
回
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
六
条
第
五
項
関
係
） 

⑶　

権
利
変
換
計
画
に
係
る
認
可
を
申
請
し
た
と
き
は
、
施
行
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
及
び
関
係
権

利
者
に
関
係
事
項
を
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
第
五
十
七
条
第
五
項
関
係
） 

⑷　

権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
は
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
に

対
応
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
の
明
細
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
十
八
条
第
一
項
関
係
） 

⑸　

権
利
の
変
換 

イ　

権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
、
権
利
変
換
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用

権
、
再
建
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
及
び
施
行
底
地
権
は
失
わ
れ
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
は
新
た

に
当
該
敷
地
利
用
権
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
者
が
取
得
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
第
七
十
条
第
一
項
関
係
） 

ロ　

権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
施
行
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
八
十

一
条
の
建
築
工
事
等
の
完
了
の
公
告
の
日
に
、
権
利
変
換
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン



の
区
分
所
有
権
は
、
新
た
に
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
者
が
取
得
し
、
被
請
求
借

家
権
者
以
外
の
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
借
家
権
を
有
し
て
い
た
者
は
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
分
に
つ

い
て
借
家
権
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
一
条
関
係
） 

ハ　

施
行
者
は
、
権
利
変
換
期
日
ま
で
に
、
施
行
底
地
権
を
有
す
る
者
で
、
権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
当
該
施
行
底

地
権
を
失
い
、
か
つ
、
当
該
施
行
底
地
権
に
対
応
し
て
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
を
与
え
ら
れ
な

い
も
の
等
に
対
し
、
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
第
七
十
五
条
関
係
） 

⑹　

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
明
渡
し
の
請
求
が
あ
っ
た
者
が
、
当
該
再
生
前
マ
ン

シ
ョ
ン
等
の
明
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
２
の
⑸
の
規
定
に
よ
る
賃
貸
借
の
終
了
の
請
求
に
係
る

補
償
金
の
提
供
を
受
け
る
べ
き
者
に
つ
い
て
当
該
提
供
が
な
い
場
合
等
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
八
十
条
第
四
項
関
係
） 

⑺　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
の
価
額
と
こ
れ
を
与
え
ら
れ
た
者
が
こ
れ
に
対
応
す
る
権
利
と
し
て
有
し

て
い
た
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
の
価
額
（
敷
地
利
用
権
が
設

定
さ
れ
た
隣
接
施
行
敷
地
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
価
額
）
と
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、
施
行
者
は
、
そ
の
差
額
に



相
当
す
る
金
額
を
徴
収
し
、
又
は
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
第
八
十
五
条
関
係
） 

⑻　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
に
よ
り
施
行
者
が
取
得
し
た
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
は
、
再
生
前
マ
ン

シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
等
を
有
し
て
い
た
者
、
隣
接
施
行
敷
地
権
を
有
し
て
い
た
者
、
施
行
底
地
権
を
有
し
て
い
た

者
等
の
居
住
等
の
用
に
供
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
公
募
に
よ
り
譲
渡
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
八
十
九
条
関
係
） 

５　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の
円
滑
な
施
行
に
係
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
第
四
の
三
の
１
の
支
援
法
人
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
九
十
七
条
第
三
項
関
係
） 

六　

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業 

１　

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
買
い
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
ご
と
に
、
当
該
売
却
決

議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
四
条
第
一
項
関
係
） 

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合 



⑴　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
を
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
に
改
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
（
六
に
お
い
て

「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
九
条
関
係
） 

⑵　

売
却
合
意
者
は
、
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
ご
と
に
、
五
人
以
上
共
同
し
て
、
定
款
等
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事

等
の
認
可
を
受
け
て
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
、
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
売
却

合
意
者
は
、
⑶
の
規
定
に
よ
り
、
集
会
を
開
き
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
売
却
合
意
者
の
過
半
数
の
者
で
あ
っ
て
議

決
権
等
の
過
半
数
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
売
却
合
意
者
及
び
そ
の
議
決
権
等
の
各
四
分
の
三
以
上
の 

多
数
で
、
組
合
を
設
立
す
る
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

⑶　

売
却
合
意
者
の
五
分
の
一
以
上
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
有
す
る
も
の
は
、
集
会
を
招
集
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
集
会
の
招
集
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
十
四
条
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
関
係
） 

⑷　

⑵
の
認
可
の
基
準
に
、
売
却
決
議
が
当
該
売
却
決
議
の
要
件
を
満
た
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
マ
ン
シ
ョ



ン
敷
地
売
却
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
等
を
行
う
こ
と
が
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居

住
者
の
居
住
環
境
の
改
善
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
等
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
十
八
条
第
一
項
関
係
） 

⑸　

組
合
は
、
⑵
の
認
可
の
公
告
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
売
却
等
に
参
加
し
な
い
旨
を
回
答
し
た
区
分
所
有
者
又
は

敷
地
共
有
持
分
等
を
有
す
る
者
等
に
対
し
、
区
分
所
有
権
等
を
時
価
で
売
り
渡
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
二
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

⑹　

組
合
は
、
専
有
部
分
の
賃
借
人
等
に
対
し
、
賃
貸
借
の
終
了
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
二
条
か
ら
第
百
二
十
四
条
ま
で
関
係
） 

⑺　

組
合
の
解
散
等
は
、
総
会
に
お
い
て
、
組
合
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
敷
地
利
用
権
の
持
分

　

等
の
価
格
の
過
半
数
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
組
合
員
の
議
決
権
及
び
そ
の
敷
地
利
用
権
の
持
分
等
の

　

価
格
の
各
四
分
の
三
以
上
で
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
第
百
三
十
条
関
係
） 

３　

分
配
金
取
得
手
続
等 

　

⑴　

組
合
は
、
２
の
⑵
の
認
可
の
公
告
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
記
所
に
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分



所
有
権
等
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
に
つ
い
て
、
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
四
十
条
第
一
項
関
係
） 

　

⑵　

分
配
金
取
得
計
画
に
お
い
て
は
、
組
合
員
が
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
有
す
る
区
分
所
有
権
等
又
は
売
却
敷

地
に
つ
い
て
有
す
る
敷
地
共
有
持
分
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
四
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

⑶　

分
配
金
取
得
計
画
に
係
る
認
可
の
基
準
に
、
１
の
認
定
を
受
け
た
計
画
に
係
る
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
あ
っ
て

は
、
当
該
計
画
に
係
る
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
借
家
権
等
が
権
利
消
滅
期
日
ま
で
に
消
滅
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る

こ
と
等
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
四
十
四
条
関
係
） 

⑷　

補
償
金
の
支
払
等 

　

イ　

権
利
消
滅
期
日
に
お
い
て
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
組
合
に
帰
属
し
、
建
物
の
各
部
分
を
所
有
権
の
目
的
と

し
な
い
建
物
と
な
り
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
所
有
権
並
び
に
借
家
権
及
び
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利

以
外
の
権
利
は
、
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
四
十
九
条
第
一
項
関
係
） 

　

ロ　

組
合
は
、
権
利
消
滅
期
日
ま
で
に
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
権
利
（
組
合
員
の
有
す
る
区
分
所
有
権



等
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
で
、
権
利
消
滅
期
日
に
お
い
て
当
該
権
利
を
失
う
も
の
に
対
し
、
補
償
金
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
五
十
三
条
関
係
） 

⑸　

売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
占
有
し
て
い
る
者
（
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
借
家
権
を
有
す
る
者
等
を
除
く
。
）
は
、

一
定
の
場
合
を
除
き
、
権
利
消
滅
期
日
ま
で
に
、
組
合
に
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
五
十
五
条
関
係
） 

４　

組
合
等
は
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て
い
た
区
分
所
有
者
及
び
借
家
権
者
の
居
住
の

安
定
の
確
保
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
五
十
五
条
の
二
関
係
） 

５　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
係
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
第
四
の
三
の
１
の
支
援
法
人
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
条
第
三
項
関
係
） 

七　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業 

１　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合 

⑴　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
（
七
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が



で
き
る
も
の
と
し
、
法
人
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　

 

（
第
百
六
十
三
条
の
二
及
び
第
百
六
十
三
条
の
三
第
一
項
関
係
） 

⑵　

取
壊
し
合
意
者
は
、
五
人
以
上
共
同
し
て
、
定
款
等
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
可
を
受
け
て
組
合
を
設
立

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
、
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
取
壊
し
合
意
者
は
、
⑶
の
規
定
に
よ

り
、
集
会
を
開
き
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
取
壊
し
合
意
者
の
過
半
数
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る

も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
取
壊
し
合
意
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
、
組
合
を
設
立
す
る

旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

⑶　

取
壊
し
合
意
者
の
五
分
の
一
以
上
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
有
す
る
も
の
は
、
集
会
を
招
集
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
集
会
の
招
集
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
三
条
の
七
か
ら
第
百
六
十
三
条
の
十
ま
で
関
係
） 

⑷　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
⑵
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
取
壊
し
決
議
が
当
該
取
壊
し
決
議
の
要
件

を
満
た
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
を
行
う
こ
と
が
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住
者
の
居
住

環
境
の
改
善
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
関
係
） 

⑸　

組
合
は
、
⑵
の
認
可
の
公
告
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
取
壊
し
に
参
加
し
な
い
旨
を
回
答
し
た
区
分
所
有
者
等
に

対
し
、
区
分
所
有
権
等
を
時
価
で
売
り
渡
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
十
四
第
一
項
関
係
） 

⑹　

組
合
は
、
専
有
部
分
の
賃
借
人
等
に
対
し
、
賃
貸
借
の
終
了
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
十
五
か
ら
第
百
六
十
三
条
の
十
七
ま
で
関
係
） 

⑺　

組
合
の
解
散
等
は
、
総
会
に
お
い
て
、
組
合
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
持
分
割
合
の
過
半
数

を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
組
合
員
の
議
決
権
及
び
そ
の
持
分
割
合
の
各
四
分
の
三
以
上
で
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
二
十
三
関
係
） 

⑻　

そ
の
他
組
合
の
管
理
及
び
解
散
並
び
に
組
合
に
関
す
る
税
法
上
の
特
例
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
二
十
四
か
ら
第
百
六
十
三
条
の
三
十
二
ま
で
関
係
） 

２　

補
償
金
支
払
手
続
等 

⑴　

組
合
は
、
１
の
⑵
の
認
可
の
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
記
所
に
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有



権
に
つ
い
て
、
補
償
金
支
払
手
続
開
始
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
登
記
に
係
る
除
却

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
を
処
分
す
る
と
き
は
、
組
合
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

⑵　

組
合
は
、
１
の
⑵
の
認
可
の
公
告
後
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
可
を
受
け
て
、
補
償
金
支
払
計
画
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
会
の
議
決
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
四
関
係
） 

⑶　

補
償
金
支
払
計
画
に
お
い
て
は
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
権
利
（
組
合
員
の
有
す
る
区
分
所
有
権
を
除

く
。
）
を
有
す
る
者
で
、
権
利
消
滅
期
日
に
お
い
て
当
該
権
利
を
失
う
も
の
の
氏
名
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
関
係
） 

⑷　

補
償
金
支
払
計
画
に
お
け
る
補
償
金
の
価
額
の
算
定
基
準
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
六
関
係
） 

⑸　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
⑵
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
に
つ
い

て
先
取
特
権
等
を
有
す
る
者
の
権
利
を
不
当
に
害
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
等
の
基
準
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き



は
、
そ
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
七
関
係
） 

⑹　

補
償
金
の
支
払
等 

イ　

権
利
消
滅
期
日
に
お
い
て
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
組
合
に
帰
属
し
、
建
物
の
各
部
分
を
所
有
権
の
目
的
と
し

な
い
建
物
と
な
り
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
所
有
権
並
び
に
借
家
権
及
び
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
以
外

の
権
利
は
、
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
二
関
係
） 

ロ　

組
合
は
、
権
利
消
滅
期
日
ま
で
に
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
権
利
（
組
合
員
の
有
す
る
区
分
所
有
権
を
除

く
。
）
を
有
す
る
者
で
、
権
利
消
滅
期
日
に
お
い
て
当
該
権
利
を
失
う
も
の
に
対
し
、
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
四
関
係
） 

⑺　

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
明
渡
し 

　

イ　

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
占
有
し
て
い
る
者
（
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
借
家
権
を
有
す
る
者
等
を
除
く
。
）
は
、
一
定

の
場
合
を
除
き
、
権
利
消
滅
期
日
ま
で
に
、
組
合
に
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
六
第
一
項
関
係
） 

　

ロ　

組
合
は
、
権
利
消
滅
期
日
後
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
係
る
工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
除
却
マ
ン



シ
ョ
ン
の
敷
地
を
占
有
し
て
い
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
六
第
二
項
関
係
） 

３　

組
合
等
は
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て
い
た
区
分
所
有
者
及
び
借
家
権
者
の
居
住
の
安

定
の
確
保
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
七
関
係
） 

４　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
監
督
等 

⑴　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
係
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
第
四
の
三
の
１
の
支
援
法
人
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
三
項
関
係
） 

⑵　

そ
の
他
組
合
に
対
す
る
監
督
、
資
金
の
融
通
等
及
び
技
術
的
援
助
の
請
求
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
か
ら
第
百
六
十
三
条
の
五
十
五
ま
で
関
係
） 

八　

除
却
等
を
す
る
必
要
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
特
別
の
措
置 

１　

除
却
等
の
必
要
性
に
係
る
認
定
等 

⑴　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
者
等
は
、
特
定
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
を
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
認



定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
関
係
） 

⑵　

⑴
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
特
定
行
政
庁
が
許
可
し
た
も
の
の
各
部
分
の
高
さ
は
、
そ
の
許
可

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
第
五
十
六
条
等
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
関
係
） 

⑶　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
⑴
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
六
十
一
関
係
） 

２　

敷
地
分
割
決
議 

⑴　

１
の
⑴
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
団
地
建
物
所
有
者
集
会
に
お
い
て
、
特
定
団
地
建
物
所
有
者
（
議

決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
、
敷
地
分
割
決
議
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
三
条
の
六
十
三
第
一
項
関
係
） 

⑵　

団
地
内
建
物
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
第
二
の
一
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
、

か
つ
、
１
の
⑴
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
の
実
施
の
た
め
に
敷
地
分
割
決
議
を



し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
四

分
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
二
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
六
十
三
条
の
六
十
三
第
二
項
関
係
） 

九　

敷
地
分
割
事
業
に
係
る
敷
地
分
割
組
合
等 

１　

第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
敷
地
分
割
合
意
者
は
、
２
の
規
定
に
よ
り
、
集

会
を
開
き
、
当
該
集
会
に
お
い
て
、
敷
地
分
割
合
意
者
の
過
半
数
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
も
の
が

出
席
し
、
出
席
し
た
敷
地
分
割
合
意
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
、
敷
地
分
割
組
合
（
３
に
お

い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
六
十
八
条
第
二
項
関
係
） 

２　

敷
地
分
割
合
意
者
の
五
分
の
一
以
上
の
者
で
あ
っ
て
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
有
す
る
も
の
は
、
集
会
を
招
集
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
集
会
の
招
集
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
八
条
の
五
ま
で
関
係
） 

３　

組
合
の
解
散
等
は
、
総
会
に
お
い
て
、
組
合
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
分
割
実
施
敷
地
持
分
の

割
合
の
過
半
数
を
有
す
る
も
の
が
出
席
し
、
出
席
し
た
組
合
員
の
議
決
権
及
び
そ
の
分
割
実
施
敷
地
持
分
の
割
合
の
各



四
分
の
三
以
上
で
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
百
七
十
九
条
関
係
） 

４　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
敷
地
分
割
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
係
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
四
の
三
の
１
の
支
援
法
人
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
百
十
三
条
第
三
項
関
係
） 

十　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

一　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
勧
告
等 

１　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
の
実
施
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
切

で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
た
と
き
は
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
即
し
た
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
を
行
う
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

２　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
の
規
定
等
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

勧
告
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の

あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
第
三
項
関
係
） 



３　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
の
規
定
等
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に

関
す
る
情
報
を
、
そ
の
保
有
に
当
た
っ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
、
１
の
規
定
等
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し

て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
） 

４　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
の
規
定
等
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
立
ち
入
り
、
当
該
マ
ン

シ
ョ
ン
等
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
に

立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
専
有
部
分
に
居
住
し
て
い
る
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
第
六
項
関
係
） 

二　

マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
不
明
専
有
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
区
分
所
有
法
の
特
例 

１　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
で

あ
っ
て
、
そ
の
区
分
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
等
（
三
の
６
に



お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
不
明
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
第
一
の
五
の
１
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
三
第
一
項
関
係
） 

２　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
又
は
共
用
部
分
が
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
等
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専

有
部
分
（
三
の
６
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不
全
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
又
は
共
用
部
分
（
三
の
６
に
お
い
て

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不
全
共
用
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
第
一
の
六
の
１
又
は
４
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

三　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人 

１　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
一
般
社
団
法
人
等
で
あ
っ
て
、
２
の
業
務
等
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

支
援
法
人
（
三
に
お
い
て
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

２　

支
援
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑴　

管
理
組
合
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

を
図
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。 

⑵　

都
道
府
県
等
が
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
等
に
関
し
、
管
理
組
合
等
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
事
情
の
把
握
等
を
行
う
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
五
関
係
） 

３　

支
援
法
人
は
、
第
三
の
五
の
５
、
六
の
５
、
七
の
４
の
⑴
又
は
九
の
４
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
か
ら
協
力

を
要
請
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
要
請
に
応
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の
円
滑
な
施
行
等
を
図
る
た
め
必
要
な
援
助
に

関
し
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
六
関
係
） 

４　

支
援
法
人
の
役
員
等
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
２
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
七
関
係
） 

５　

支
援
法
人
は
、
都
道
府
県
等
に
対
し
、
２
の
業
務
等
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
等
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
提
案
を
受
け
た
都
道
府
県
等



は
、
当
該
提
案
に
基
づ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
等
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当

該
提
案
を
し
た
支
援
法
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
十
三
関
係
） 

６　

支
援
法
人
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
不
明
専
有
部
分
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不
全
専
有
部
分
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不

全
共
用
部
分
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、

二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
要
請

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
、
当
該
請
求
を
す
る
必
要

が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
要
請
を
し
た
支
援
法
人
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
十
四
関
係
） 

四　

管
理
計
画
の
認
定
等 

１　

分
譲
事
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
等
の
管
理
に
係
る
資
金
計
画
及
び
管
理
組
合
の
管
理
者
等
へ
の
マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の
適
切
か
つ
円
滑
な
引
継
ぎ
に
関
す
る
事
項
等
を
記
載
し
た
管
理
計
画
を
作
成
し
、
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事

等
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

（
第
五
条
の
十
五
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

２　

計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
１
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
管
理
計
画
が
、



資
金
計
画
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
等
の
管
理
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
分
譲
事
業
者
に
よ

る
管
理
組
合
の
管
理
者
等
へ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
引
継
ぎ
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る

こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
十
六
関
係
） 

３　

２
の
認
定
を
受
け
た
分
譲
事
業
者
は
、
認
定
管
理
計
画
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
（
４
に
お
い
て
「
管
理
計
画
認
定
マ
ン

シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
の
管
理
組
合
の
管
理
者
等
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
管
理
計
画
に
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
組
合
の
運
営
の
状
況
等
を
記
載
し
、
当
該
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
、
速
や
か
に
、
第
五
条
の
十
九
第
一

項
の
変
更
の
認
定
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
十
第
一
項
関
係
） 

４　

２
の
認
定
を
受
け
た
者
等
は
、
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告
等
に
、
当
該
管
理
計
画

認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
２
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
の
二
十
一
第
一
項
関
係
） 

五　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
係
る
措
置 

１　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
受
託
契
約
を
締
結
す
る
管
理
組
合
等
か
ら
管
理
者
事
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を



内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
説
明
会
を
開
催
し
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
、
当
該
契
約
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
管
理
組
合
等
か
ら

管
理
者
事
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
管
理
者
事
務
の
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
分
等
を
記
載
し
た
書

面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

３　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
で
あ
る
と
き
は
、
定
期
に
、
説
明

会
を
開
催
し
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
、
当

該
管
理
事
務
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
第
七
十
七
条
第
二
項
関
係
） 

４　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
（
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
自
己

等
と
の
間
に
お
け
る
取
引
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
説
明
会
を
開
催
し
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
取
引
の
重
要
な
事
実
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
七
十
七
条
の
二
関
係
） 

六　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
五　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正 

一　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
等
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

二　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
六　

附
則 

一　

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
関
係
） 

三　

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
八
条
関
係
）

四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
関
係
）


